
※死亡届は、右半分の「死亡診断書（死体検案書）」欄に医師等が記入したものを病院から受け取った後に記入してください。
※市区町村役場に死亡届を提出すると、死亡届の返却することや、コピーをお渡しすることはできませんので、提出前に必ず コピーをとるようにお願いいたします。
　　（右半分の死亡診断書の部分だけ返却することや、コピーをお渡しすることもできません。） 

提出日を記入　→

※「死亡したとき」「死亡したところ」は 死亡診断書に
　記載されている内容をそのまま書き写してください。

臼杵　　　　　　　一郎

ウスキ　　　　　　　　　　　　　イチロウ

✓

✓

✓

✓

臼杵　　美津代 昭和２　　２　　　２ 

昭和３　　１　　　１

（６）と同じ　（※本人と同じ場合の書き方です）

（７）と同じ （７）と同じ

妻 090-1111-XXXX

大分県臼杵市大字臼杵７２番地１

大分県臼杵市野津町大字野津市３２６　　　１

臼杵　　一郎

９９

8110
楕円

8110
楕円


